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答

弁

第

二

七

号 
   

衆
議
院
議
員
串
原
義
直
君
提
出
長
野
県
下
上
空
に
お
け
る
米
軍
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
よ
る
低
空
飛
行
訓
練
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
三
第
二
七
号 

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 
 

下 
 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
串
原
義
直
君
提
出
長
野
県
下
上
空
に
お
け
る
米
軍
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
よ
る
低
空
飛
行
訓 

練
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の

1
に
つ
い
て 

米
海
軍
の
空
母
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
の
艦
載
機
Ｆ
Ａ

1
8
ホ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
Ａ

6
イ
ン
ト
ル
ー
ダ
ー
（
第
五
空
母

航
空
団
所
属
）
が
長
野
県
に
お
い
て
飛
行
訓
練
を
行
つ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
航
空
機
が
訓
練
時
に
ど
の
よ
う
な
兵
器
を
搭
載
し
て
い
る
か
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
米
軍
の
運
用

に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
承
知
す
る
立
場
に
な
い
。 

一
の

2
、
二
の

1
及
び
三
の

2
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
米
軍
機
の
飛
行
に
つ
い
て
は
、
飛
行
訓
練
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
か
か
る

飛
行
訓
練
を
含
め
米
軍
機
の
活
動
が
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約 



一
の

3
、
二
の

2
か
ら

4
ま
で
及
び
三
の

1
に
つ
い
て 

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十

五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
に
い
う
移
動
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、

そ
の
個
々
の
活
動
の
具
体
的
実
態
に
即
し
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
一
般
的
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。 

米
軍
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第

六
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全

の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
、
我
が
国
に
お
い
て
施
設
・
区
域
を
使
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。
米
軍
が
か

か
る
目
的
で
我
が
国
に
駐
留
す
る
こ
と
を
同
条
約
が
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
前
協
議
に
係
る
事
項
の

よ
う
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
米
軍
が
か
か
る
目
的
の
達
成
の
た
め
、
飛
行
訓
練
を
含
め
軍

隊
と
し
て
の
機
能
に
属
す
る
諸
活
動
を
一
般
的
に
行
う
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
米
軍
は
、 

四 

 



四
の

1
、

2
及
び

4
に
つ
い
て 

一
方
、
米
軍
は
全
く
自
由
に
飛
行
訓
練
等
を
行
つ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
国
の
公
共
の
安
全
に
妥
当

な
考
慮
を
払
つ
て
活
動
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
米
軍
も
こ
の
点
に
は
十
分
に
留
意
し

て
、
安
全
面
の
配
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め
て
い
る

も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
米
軍
に
よ
る
実
弾
射
撃
等
を
伴
わ
な
い
通
常
の
飛
行
訓
練
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
は
、
施

設
・
区
域
の
上
空
に
限
つ
て
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
施
設
・
区
域
の
上
空
外
に
お
い 

て
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

日
米
地
位
協
定
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
、
合
衆
国
に
よ
つ
て
、
合
衆
国
の
た
め
に
又
は
合
衆
国
の
管
理

の
下
に
、
公
の
目
的
で
運
航
さ
れ
る
航
空
機
及
び
そ
の
航
空
機
に
乗
り
組
ん
で
そ
の
運
航
に
従
事
す
る
者
に
つ 

個
々
の
飛
行
訓
練
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
我
が
国
へ
の
連
絡
を
行
う
必
要
は
な
い
。 

五 

 



し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
米
軍
は
全
く
自
由
に
飛
行
訓
練
を
行
つ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
我
が
国

の
公
共
の
安
全
に
妥
当
な
考
慮
を
払
つ
て
活
動
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
米
軍
も
こ
の 

い
て
は
、
運
航
の
場
所
又
は
態
様
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及

び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
二
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

た
め
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
の
二
、
第

七
十
三
条
の
二
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
五

条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
条
及
び
第
九
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。 

特
例
法
第
三
項
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
航
空
法
の
諸
規
定
の
適
用
除
外
は
、
日
米
地
位
協
定
の
諸
規
定
の
趣

旨
に
か
ん
が
み
、
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

六 

 



四
の

3
に
つ
い
て 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

点
に
は
十
分
に
留
意
し
て
、
安
全
面
の
配
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
与
え
る
影
響
を
最
小
限
に
と
ど

め
る
よ
う
努
め
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

一
般
に
米
軍
機
の
飛
行
に
関
し
、
御
指
摘
の
我
が
国
の
公
共
の
安
全
に
妥
当
な
考
慮
を
払
つ
て
活
動
す
る
よ

う
規
定
す
る
特
段
の
成
文
の
法
令
等
が
存
在
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
一
般
国
際
法
上
、
外
国
軍
隊
は
、
駐
留
国

に
お
い
て
、
そ
の
公
共
の
安
全
に
妥
当
な
考
慮
を
払
つ
て
活
動
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
米
側
に
対
し
、
従
来
よ
り
累
次
の
機
会
に
、
米
軍
機
の
飛
行
に

際
す
る
安
全
確
保
に
つ
き
万
全
の
措
置
を
採
る
よ
う
伝
え
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
米
軍
は
、
飛
行
訓
練
を
行
う

に
際
し
て
は
、
民
間
航
空
路
を
避
け
、
航
空
法
に
規
定
さ
れ
た
最
低
安
全
高
度
を
尊
重
す
る
等
航
空
交
通
の
安

全
と
秩
序
の
維
持
に
配
慮
し
つ
つ
実
施
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

七 

 



 

八 

政
府
と
し
て
は
、
米
側
に
対
し
、
従
来
よ
り
累
次
の
機
会
に
、
米
軍
機
の
飛
行
に
際
す
る
安
全
確
保
に
つ
き

要
望
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
米
側
に
対
し
、
当
該
地
域
の
諸
事
情
に
つ
き
念
の
た
め

説
明
の
上
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
安
全
確
保
に
つ
き
万
全
の
措
置
を
採
る
よ
う
、
ま
た
、
騒
音
等

の
問
題
に
十
分
配
慮
す
る
よ
う
申
入
れ
を
行
つ
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
米
側
は
、
航
空
法
に
規
定
さ
れ
た
最
低
安
全
高
度
を
尊
重
し
、
極
力
村
落
を
避
け
て
飛
行
を

行
う
等
安
全
面
で
の
配
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
に
対
す
る
影
響
を
最
小
限
に
す
る
よ
う
努
め
て
い
る

旨
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
日
米
地
位
協
定
及
び
特
例
法
第
三
項
に
基
づ
く
航
空
法
第
六
章
の
規
定
の
適
用
除

外
の
見
直
し
は
考
え
て
い
な
い
が
、
今
後
と
も
、
在
日
米
軍
の
運
用
に
際
す
る
安
全
確
保
に
つ
き
万
全
の
措
置

が
採
ら
れ
る
よ
う
、
ま
た
、
地
域
住
民
へ
の
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
。 




